
 

金利スワップ取引に係る清算基金制度の見直しに伴う 
金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い等の一部改正について 

 
 
I. 改正趣旨 

 

当社は、金利スワップ清算基金の所要額について、現在、親子関係でつながる連結ベースの

上位２社の破綻を想定して算出しているが、海外の主要清算機関においては、清算参加者の関

連会社を含む連結ベース（以下「連結ベース（広義）」という。）の上位２先の破綻を想定した

算出方法としており、また、CPMI/IOSCO が公表した「清算機関のための定量的な情報開示基

準」においても、連結ベース（広義）の上位２先の破綻を想定した信用リスクの開示が求めら

れている。これらを踏まえ、金利スワップ清算基金所要額の算出方法を見直すべく、金利スワ

ップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い等について、別紙のとおり所要の改正を行う。 
 
 

II. 改正概要 （備  考） 

○金利スワップ清算基金所要額の算出方法 

・ 金利スワップ清算基金所要額は、担保超過リスク額

の上位２先の清算参加者（連結ベース（広義）の範

囲に他の清算参加者が存在する場合は、当該他の清

算参加者を含む。）の担保超過リスク額を合計した

額に基づいて算出することとする。 

 

・金利スワップ清算基金所要額に関す

る規則別表 

○その他 

・ 連結ベース（広義）の範囲の特定のため、「関係会

社に関する報告書」を金利スワップ取引清算業務に

おける報告事項に追加する。 

 

・金利スワップ取引清算業務に関する

業務方法書の取扱い第２０条第１項

第１８号の２ 
 
 

III. 施行日 

 

２０１６年１０月１１日から施行する。 

 

以 上 



 

 

 

金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い等の一部改正新旧対照表 
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金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） （報告事項） 

第２０条 業務方法書第２０条に規定する当社が定

める場合は、清算参加者について次に掲げる事項が

生じた場合とし、当該清算参加者は、当社所定の報

告書に当社が必要と認める書類を添付して当該事

項を当社に報告するものとする。 

第２０条 業務方法書第２０条に規定する当社が定

める場合は、清算参加者について次に掲げる事項が

生じた場合とし、当該清算参加者は、当社所定の報

告書に当社が必要と認める書類を添付して当該事

項を当社に報告するものとする。。 

（１）～（１８） （略） （１）～（１８） （略） 

（１８）の２ 金融商品取引業者にあっては、

金融商品取引法第４６条の３第２項の規定に

基づく関係会社に関する報告書を作成したと

き、登録金融機関にあっては、金融商品取引

法第４８条の２第２項の規定に基づく関係会

社に関する報告書を作成したとき、外国法人

である金融商品取引業者にあっては、金融商

品取引法第４９条の３第２項の規定に基づく

関係会社に関する報告書を作成したとき。 

（新設） 

（１９）～（３６） （略） （１９）～（３６） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２８年１０月１１日から

施行する。 
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金利スワップ清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 金利スワップ清算基金所要額の算出に関す

る表 

別表 金利スワップ清算基金所要額の算出に関す

る表 

  

１ （略） 

２ 前項に規定するストレス時想定損失負担額

は、対応する金利スワップ清算基金算出日に

おける清算参加者の担保超過リスク額（清算

参加者に関係会社等（ある会社の子会社及び

関連会社並びに当該ある会社の親会社、当該

親会社の子会社及び当該親会社の関連会社を

いう。）に該当する他の清算参加者が存在す

る場合には、当該他の清算参加者の担保超過

リスク額を合計した額）が上位である清算参

加者２社の担保超過リスク額の合計額を、当

該金利スワップ清算基金算出日における前項

の各清算参加者の自己取引口座及び委託取引

口座に係る当初証拠金所要額に応じて按分し

た額とする。なお、本項において「担保超過リス

ク額」とは、当該各清算参加者の金利スワップ清

算基金算出日における午後７時時点における自

己取引口座及び各委託取引口座に係る清算約定

に係るストレス時リスク相当額（金利スワップ取

引に係る清算イールド・カーブ並びにクロスマー

ジン対象国債先物清算約定に係るイールド・カー

ブの極端な変動により、当該清算約定から当該各

清算参加者に生じ得る損失に相当する額をいい、

当社が通知により定める方法により算出するも

のをいう。）から当該各清算参加者の当該当社営

業日の当該自己取引口座及び委託取引口座に係

る当初証拠金所要額を差し引いた額（当該額が負

数となる場合は、０とする。）を、当該各清算参

加者について合算した額をいう。 

１ （略） 

２ 前項に規定するストレス時想定損失負担額は、

対応する金利スワップ清算基金算出日における

担保超過リスク額が上位である清算参加者２社

（当該清算参加者を含む企業集団に含まれる他

の清算参加者を含む。）の担保超過リスク額の合

計額を、当該金利スワップ清算基金算出日におけ

る前項の各清算参加者の自己取引口座及び委託

取引口座に係る当初証拠金所要額に応じて按分

した額とする。なお、本項において「担保超過リ

スク額」とは、当該各清算参加者の金利スワップ

清算基金算出日における午後７時時点における

自己取引口座及び各委託取引口座に係る清算約

定に係るストレス時リスク相当額（金利スワップ

取引に係る清算イールド・カーブ並びにクロスマ

ージン対象国債先物清算約定に係るイールド・カ

ーブの極端な変動により、当該清算約定から当該

各清算参加者に生じ得る損失に相当する額をい

い、当社が通知により定める方法により算出する

ものをいう。）から当該各清算参加者の当該当社

営業日の当該自己取引口座及び委託取引口座に

係る当初証拠金所要額を差し引いた額（当該額が

負数となる場合は、０とする。）を、当該各清算

参加者について合算した額をいう。 
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付  則  

この改正規定は、平成２８年１０月１１日から

施行する。 

 

  

 


